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府中市教育委員会 

 

 

市立学校（園）における新型コロナウイルス感染症対策徹底の継続について 

 

 

 日頃から本市の教育活動に御理解と御協力をいただき、誠にありがとうございます。 

先日、国は一都十県を対象に緊急事態宣言の延長を決定しました。市立学校（園）につきましては、

緊急事態宣言が解除されるまで、引き続き感染防止対策を徹底しながら、下記のとおり学校運営を継

続してまいります。 

一方で、子供の健やかな学びの保障や心身の健全育成上の観点から、クラブ活動・部活動等の取扱

いについて、一部変更します。本市の対応について、御理解いただくとともに、保護者の皆様にも御

家庭における感染症対策の徹底に御協力くださいますようお願いいたします。 

 

記 

 

１ 警戒度を一段高めた感染症対策の徹底 

  緊急事態宣言が解除されるまでの間、引き続き、感染症対策に万全を期しながら学校運営を継続

します。 

 

２ クラブ活動・部活動等の取扱いの変更 

  子供の健やかな学びの保障や心身の健全育成上の観点から、中止としていたクラブ活動・部活動

等については、次のとおり活動を制限し、感染症対策を徹底した上で活動を再開します。 

(1) 小学校におけるクラブ活動・委員会活動 

    感染症対策を徹底した上で実施する。ただし、感染症対策を講じてもなお飛沫感染の可能性が

高い活動（「接触」「密集」「近距離での活動」「向かい合っての発声」など）は行わない。 

(2) 中学校における部活動 

  〇 感染症対策を講じてもなお飛沫感染の可能性が高い活動は行わない。 

〇 活動日は各部、週当たり平日２日以内とし、午後５時半までに下校する。 

〇 自校内での活動に限定し、校外での練習、他校との練習試合や合同練習などは行わない。 

 

３ その他 

 (1) クラブ活動・部活動等の参加について、新型コロナウイルスへの感染が不安な場合などは、各

学校へ御相談ください。 

 (2) 緊急事態宣言中は、不要不急の外出自粛が求められることから、部活のない生徒など、特に用

事のない児童・生徒については、すぐに下校するようにします。 

 (3) 今後、国や都の要請等により本通知の内容に変更が生じた場合は、別途お知らせします。 

 

〔問合せ〕 

（市の対応等について） 

府中市教育委員会教育部指導室 

℡ ０４２（３３５）４０６３ 

（学校の対応等について） 

府中市立第三小学校 

℡ ０４２（３６１）９００３ 


